
◆◆ 沼田市役所 ☎ 0278-23-2111  ◆◆

20
 空間放射線量測定結果（測定日：10月4日　地表100㌢で測定、単位：マイクロシーベルト／時間）テラス沼田0.07、利

南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、池田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、薄根地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.07、川田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、白沢支所0.05、利根支所0.08
1002608

　女性の人権ホットライン強化週間として、夫やパー
トナーからの暴力やストーカーなど、女性の人権に
関する相談・悩み事についての電話相談窓口の受
付時間を延長します。

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間

11月15日（水）～21日（火）

●「女性の人権ホットライン」専用番号 (全国共通 )
☎ 0570-070-810（ゼロナナゼロのハート
ライン）ＩＰ電話は不可
受付時間　平日：午前８時 30 分～午後７時／土・
日曜日：午前 10 時～午後５時（強化週間以外は
平日午前８時 30 分～午後５時 15 分）
問合せ　前橋地方法務局人権擁護課☎ 027-221-
4466

　配偶者や恋人などの親しい関係で起こる暴力を
ＤＶ、またはデートＤＶと呼びます。ＤＶを受けて
いると感じたら、すぐに相談してください。
期間　11 月 12 日（日）～ 25 日（土）
※ 11 月 25 日は女性に対する暴力撤廃国際日です
●ＤＶに関する相談窓口
・群馬県女性相談センター☎ 027-261-4466
受付時間　平日：午前９時～午後 7 時 30 分／土曜
日：午前 10 時～午後５時／日曜日：午後１時～５時
※祝日・年末年始は休み
・市民協働課市民相談係☎内線 3057
受付時間　平日午前８時 30 分～午後５時 15 分
※緊急時は 110 番または最寄りの警察署へ

11
月
は
計
量
強
調
月
間

　
計
量
の
正
し
い
知
識
と
理
解
を

広
め
、
計
量
制
度
の
普
及
や
計
量

意
識
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た

め
、
現
行
の
計
量
法
が
施
行
さ
れ

た
11
月
１
日
を
「
計
量
記
念
日
」

と
し
、11
月
は
「
計
量
強
調
月
間
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
群
馬
県
計
量
検
定
所
は
、
家
庭

の
体
重
計
や
料
理
用
は
か
り
な
ど

の
精
度
確
認
の
依
頼
や
計
量
に
つ

い
て
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

相
談
日
　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）

相
談
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
　
　
　

相
談
方
法
　
来
所
ま
た
は
電
話

問
合
せ
　
群
馬
県
計
量
検
定
所

（
前
橋
市
下
大
島
町
81
‐
13
）
☎

０
２
７
・
２
６
３
・
２
４
３
６

市
議
会
12
月
定
例
会

　
市
議
会
12
月
定
例
会
は
、
12
月

上
旬
に
開
会
予
定
で
す
。
詳
細
日

程
は
11
月
下
旬
に
決
定
次
第
、
市

Ｈ
Ｐ
お
よ
び
群
馬
テ
レ
ビ
の
デ
ー

タ
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
　
議
会
事
務
局
☎
内
線

５
１
０
２

公
証
相
談

　
遺
言
、
離
婚
に
伴
う
養
育
費
、

金
銭
の
貸
借
、
土
地
・
建
物
の
賃

貸
借
、
任
意
後
見
契
約
な
ど
の
ほ

か
、
公
正
証
書
に
関
す
る
こ
と
に

前
橋
公
証
人
合
同
役
場
の
公
証
人

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き
　
１１
月
27
日
（
月
）
午
後
１

時
～
３
時
30
分

と
こ
ろ
　
テ
ラ
ス
沼
田
４
階
防
災

会
議
室
４
０
５

相
談
料
　
無
料

申
込
期
限
　
１１
月
22
日
（
水
）

申
込
み
・
問
合
せ
　
前
橋
公
証
人

合
同
役
場
☎
０
２
７
・
２
２
３
・
８

２
７
７

１２
月
４
日（
月
）か
ら
１０
日（
日
）

は
「
人
権
週
間
」
で
す
。
家
庭
内

や
近
隣
間
、
学
校
、
職
場
内
な
ど

の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
、
人
権
擁

護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き
　
12
月
４
日
（
月
）
午
後
１

時
～
３
時

と
こ
ろ
　
テ
ラ
ス
沼
田
４
階
防
災

会
議
室
４
０
３

電
話
相
談
　
全
国
共
通
人
権
相
談

ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・

１
１
０

※
法
務
省
で
は
、
人
権
相
談
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
（h

ttp
://w
w
w
.m
oj.

g
o
.jp
/JIN

K
E
N
/jin
k
e
n11
3
.

h
tm
l

）

問
合
せ
　
前
橋
地
方
法
務
局
人

権
擁
護
課
☎
０
２
７
・
２
２
１
・

４
４
２
６
、
市
民
協
働
課
市
民
相

談
係
☎
内
線
３
０
５
６

特
設
人
権
相
談
所
を

開
設

女性に対する暴力をなくす運動

広報ぬまた  2023 . 1121

●沼田市消費生活センターをご存知ですか

市内と利根郡に住んでいる人から、「商品やサービスの
契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがを
した」などの消費生活に関する相談をお受けします。消
費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的
な解決策などの助言、ケースによって交渉のあっせんや
情報提供などを行うこともあります。守秘義務がありま
すので安心してご相談ください。
※事業者や個人事業主の人からの事業に関する相談は、
お受けできません

問合せ　市消費生活センター☎ 20 ｰ 1500

消費生活の窓
1001907

テラス沼田 3 階の１１番窓口にあります。

◇消費生活センターとは？

◇消費生活センターは、どこにありますか？

◇相談の方法は？
電話または来所で相談を受け付けています。来所の

場合は、対応状況によりお待ちいただくことがあります
ので、事前に電話相談をお願いします。（相談は無料で
すが、通話料金がかかります）

◇相談時間は？
午前 9 時～正午、午後1 時～ 4 時（土・日曜日、祝

日を除く）
※「１８８」（いやや）消費者ホットラインは、近くの消
費生活センターにつながります

　消費生活センターでは、出前講座「消費生活講座」に
講師の派遣を行っています。学校や各種サークル、クラ
ブなどの消費生活安全のための啓発にお役立てください。

一人で悩まず、気軽に相談を！
早めの相談が解決への近道です！！

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
の
交
付

　
障
害
者
手
帳
（
身
体
・
療
育
）
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上

の
高
齢
者
で
、
身
体
障
害
者
ま
た

は
知
的
障
害
者
に
準
ず
る
人
に
は
、

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
の
資
料

を
基
に
障
害
者
控
除
の
対
象
に
な

る
か
ど
う
か
を
判
定
し
、
対
象
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
認
定
書
を
交

付
し
ま
す
。
所
得
税
や
市
・
県
民

税
の
申
告
を
す
る
際
に
、
こ
の
認

定
書
を
提
示
す
る
と
、
本
人
ま
た

は
扶
養
者
が
障
害
者
控
除
ま
た
は

特
別
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
で
も
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す

申
込
み
・
問
合
せ
　
介
護
保
険
被

保
険
者
証
を
お
持
ち
に
な
り
、
介

護
高
齢
課
介
護
保
険
係
☎
内
線

３
１
４
６

冬
期
に
お
け
る

鳥
獣
被
害
防
止
柵
の
撤
去

　
通
電
し
て
い
な
い
電
気
柵
を
放

置
す
る
と
、
電
気
柵
が
効
か
な
い

と
動
物
が
認
識
し
て
柵
を
破
壊

し
、
放
置
し
た
農
地
の
み
な
ら
ず

地
域
全
体
に
被
害
を
も
た
ら
し
ま

す
。
通
電
し
な
い
期
間
は
電
気
柵

を
撤
去
す
る
か
、
難
し
い
場
合
は

支
柱
か
ら
柵
線
を
外
し
地
面
に
下

ろ
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
　
農
林
課
有
害
鳥
獣
対
策

セ
ン
タ
ー
☎
内
線
７
８
５
０

ク
ー
ル
チ
ョ
イ
ス

ア
イ
デ
ア
コ
ン
テ
ス
ト

1012137

県
最
低
賃
金
が
改
正

　
10
月
５
日
（
木
）
か
ら
県
最
低

賃
金
が
時
間
額
９
３
５
円
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
最
低
賃
金
は
、
県
内

の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働
者

と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
特
定
の
製
造
業
は
、
県
最
低
賃

金
よ
り
時
間
額
が
高
い
特
定
（
産

業
別
）
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

※
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
で

働
く
人
の
賃
金
引
き
上
げ
を
支
援

す
る
「
業
務
改
善
助
成
金
」
も
活

用
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ
　
県
労
働
局
労
働
基
準
部

賃
金
室
☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４
７

３
７
、
業
務
改
善
助
成
金
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
・
３
６
６
・

４
４
０

　
新
築
や
増
築
し
た
家
屋
の
固
定

資
産
税
の
評
価
額
を
算
定
す
る
た

め
に
、
家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
場
合
や
、
店
舗
、
住
宅

な
ど
を
他
の
用
途
に
変
更
し
た
場

合
も
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
税
務
課
資
産
税
係
☎

内
線
３
０
１
４
～
３
０
１
６

調

査

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　
利
根
沼
田
の
高
校
生
を
対
象

に
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減

に
向
け
た
「
ク
ー
ル
チ
ョ
イ
ス
＝

賢
い
選
択
」
の
取
り
組
み
の
ア
イ

デ
ア
を
競
う
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
き

ま
す
。

と
き
　
11
月
18
日
（
土
）
午
後
１

時
～
３
時

と
こ
ろ
　
テ
ラ
ス
沼
田
４
階
防
災

会
議
室
４
０
１
～
４
０
３

審
査
員
　
ぬ
ま
た
環
境
ネ
ッ
ト

特
別
ゲ
ス
ト
　
富
澤
優ゆ
う
か夏
さ
ん
（

ヌ
マ
タ
・
ア
ー
ト
・
ア
ン
バ
サ
ダ

ー
、
篠し
の
ぶ
え笛
・
能
管
奏
者
）

定
員
　
70
人
（
当
日
先
着
順
）

問
合
せ
　
環
境
課
環
境
保
全
係
☎

内
線
３
０
７
２

国
際
交
流
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
地
域
に
住
む
海
外
出
身
の
人
と

歌
や
文
化
を
通
し
て
交
流
を
深
め

る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
　
11
月
12
日
（
日
）
午
後
１

時
～
（
受
付

午
後
０
時
30
分
～
）

と
こ
ろ
　
六
斎
広
場
（「
洋
菓
子

工
房
樫
の
木
」
の
隣
）

対
象
　
ど
な
た
で
も
当
日
自
由
参

加参
加
費
　
無
料

問
合
せ
　
国
際

交
流
協
会
事
務

局
（
企
画
政
策

課
政
策
推
進
係
）

☎
内
線
４
０
３

５

広告


